
令和７年度 旭川市子ども総合相談センター発達支援研修事業（第１回）開催要項 

 

 

身体の使い方と発達支援 

～不器用さ・運動の苦手さへの対応～ 

 

 

１ 目 的  不器用さの原因、協調運動障害、感覚の偏りについて知り、身体を上手く使うための 

支援や気になる行動への対応について学ぶ。 

 

２ 対 象    小中学校教職員、幼稚園・保育所等職員、障害児通所支援事業所職員、 

放課後児童クラブ職員 

       

３ 日 時    令和７年６月１２日（木）午後２時３０分～午後４時３０分 

 

４ 会 場    旭川市障害者福祉センターおぴった ２階 会議室 1 

（旭川市宮前１条３丁目３番７号）   

 

５  講 師   合同会社 たかぎ発達支援室  

所長 高木 陽出 氏  

                         

６ 日 程 

 

 

 

 

 

 

  

７ 定 員  ７０人 

（同じ職場からのお申込みは 1 人までとさせていただきます。）  

（定員に達した場合は、それ以降の申込者にはお断りさせていただきます。） 

 

８ 申込み  ６月５日（木）までに、下記の二次元コード（https://logoform.jp/f/5zDG5）から 

お申し込み下さい。 

 

 

  

 

時 間 内 容 

14：00～14：30 受 付 

14：30～16：00 講 義 

16：00～16：30 質 疑・応 答 

https://logoform.jp/f/5zDG5

